
⸺堁　近年、日本の大手法律事務所
が海外展開を進めています。

中川　弁護士はアドバイザー業務で
すので、お客様の海外進出に合わせて
進出し、その地で法的な支援を行いま
す。特にリーマンショック後はアジア進
出の波が起きたので、この地域への進
出が増えているのでしょう。
　もうひとつは日本企業の進出理由
と同じで、海外展開を進めないと組織
としての成長を維持できないのだと感
じます。このようなことから、大手法律
事務所の海外進出はこの10年ほどで
加速しています。

⸺堁　御事務所の業務内容を教えて
ください。

中川　私自身は企業法務全般、特に
M&A（企業の合併や買収）や不動産取

引 を多く扱っています。大 手 法
律 事 務 所 は 大 学 病 院のように
分野が細分化されており、私は
元 々M & Aチームに属していま
した 。ですから、M & A も担 当し
ますが、ベトナムでは町のお医
者さん的 な動きもしています。
どんな案件でも任せてください

（笑）。
　 M & Aで多いのは 、日 本 企 業
が ロ ー カル 企 業 を買 収 、子 会
社化する場合と、合弁事業のためにロ
ーカル企 業と一 緒に出 資して会 社を
設立する場合です。業務は相手企業の
デューデリジェンス（企業状況の確認
など）をしてから、契約内容のアドバイ
ス、契約書の作成、契約締結へと進み
ます。
　各種の許認可も必要ですから投資
ライセンスなども取得しますし、契約
が締結されてからも関係は続きます。
事業が始まって法的 な課題が出て来
れば、そのアドバイスも行います。

⸺堁　不動産取引のお仕事も教えて
ください。

中川　ベトナムでは民間企業は土地
の所有権を取得できないので、土地の
使用権を取得、かつ関係する許認可も
取得して、建物を作るという流れです。
使用権取得に当たってはその土地の
過去の権利関係も調べる必要があり、
すると法 的 な問 題 が色 々と見つかり
ます。これらを発見して対応策を練る
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という、いわ ば土地のデューデリジェ
ンスをするのですが、この作業に時間
を要することが多いですね。
　M&Aと不動産以外ではインフラの
案件もあります。例えば、ホーチミン市
のメトロ1号線をはじめベトナムのイ
ンフラ整備には多くの日本企業が参加
していますが、その関係でアドバイスさ
せていただいたりもします。
　顧問契約を結んでの継続的な案件、
一件ごとの案件、保留している案件も
あり、全部でいくつあるのか自分でも
わからない状態です（笑）。日々の業務
内 容としてはお客 様との打 合 せや書
類作成、若手弁護士が作った原稿のレ
ビューなどです。

⸺堁　顧客は日本・日系企業 が中心
なのですね。

中川　はい。私は日本人弁護士 なの
で、様々な意味で、お客様とベトナムと
のギャップを埋めるのが最大の仕事だ
と思っています。
　日本企業が真に欲しているアドバイ
ス、聞きたい「本当のリスク」、知りたい
真意などは、ベトナム人というより他
の国の人にはつかめないと思っていま
す。これはアメリカ勤務時代にも感じ
たことで、言葉の問題だけでなく、日本
人や日本企業固有の感覚があるから
です。それと外国との溝を埋めるのが、
日本人弁護士が海外で働く意義の一
つだと思っています。

⸺堁　JCCHでは事業環境系委員会
の委員長を長く務めています。

中 川 　 日 本と異 なるのが対 ベトナム
政府の仕事が多いことで、意識して時
間を使っています。ホーチミン市人民
委員会とのラウンドテーブルの準備を
したり、ベトナムの法改正や運用改善

を提案するなどです。後者においては
日越共同イニシアティブでの司法制度
の改善があります。
　 少し前までベトナムには 判 例 制 度
がありませんでした。なぜなら、法令を
解釈する権限が裁判所ではなく、国会
の常務委員会にあるため、裁判所の判
断に効力を与えられなかったのです。
日本では判例が法解釈の指針になっ
ており、いくつもの判例を研究すること
で対応策が立てられますが、ベトナム
ではできなかったわけです。
　しかし、2015年に制度改正があり、
判例制度を作ることとなりました。判
例の諮問委員会を作り、ここが指定し
た判決が判例となります。最高裁だけ
でなく、高等裁判所や地方裁判所の判
決も含まれます。

　私は何かお手伝いをしたいと考え、
ボランティアですが判例の英訳を我々
で作成の上、最高裁に提供し、最高裁
が内容を確認したものから順次HPに
アップすることを目指しています。HP
にアップされれ ば、日本人だけでなく
世 界 中の人々が参 考にできると思い
ます。

⸺堁　ベトナムととても良い関係のよ
うですね。

中川　政府や司法関係者、ホーチミン
市では 人 民 委 員 会、商 工 局や計 画 投
資省などと、信頼関係が築け始めてい
ると感じます。常に意識しているのは、
こうしたチャネルを通してやり取りをさ
せていただくときに、日本人として恥ず
かしくない姿勢で臨むということです。
　不都合・不便に感じることをそのま
まぶつけるのではなく、形を変え、とき
に心の中に留めておくべき場合もある
と思っています。この国の制度や法律
を知れば、言うべきこと、言わなくてよ
いことがわかってくるときもあります。
　今回のコロナ禍でも、混乱する日本
とは対照的に、ベトナムは見事に対応

していると感じます。また、この苦難な
ときを力強く生きるベトナム人の姿に
は、我々日本人が忘れ去ってしまった
ものを感じ、改めてこの国に対する尊
敬の念を強くしました。このような国に
色々なお願いをさせていただくとき、
日本人としての恥ずかしくない姿勢を
当然考えなければいけないと思ってい
ます。

　こうした態度で接していけ ば、ベト
ナム人も長年外国人を見ていますか
ら、「真っ当なことを言ってるな」と感じ
てくれていると信じています。実はこれ
は2014年から始まったラウンドテーブ
ルの改革以降、私が感じてきたことで
す。近年は真剣に対応をしてくださって
いることを随所に感じ、本当に感謝し
ています。

⸺堁 　これ からした いことは 何です
か？

中川　弁護士の仕事もJCCHの仕事
もより伸 ばしたいです。日本の法律事
務所の海外展開はまだ歴史が浅く、新
しいページを開いている段階です。例
えば、今の依頼者は日本企業がほとん
どですが、外資系企業に間口を広げる
のも考えられます。
　日本勤務時代には、日本 への投資
を望む外国企業が多かったので、欧米
系企業のお客様も多く担当しました。
ただ、アメリカ企業がベトナムに投資
する際に、アメリカ系では なく日系の
法律事務所を選ぶか。逆を考えればわ
かりますが、かなり難しいです。ですが、
あえてそこまで目指すのも良いのでは
ないでしょうか。
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